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号 
（１） 

項

目 

 ピースおおさか展示リニューアルに係る文書の非公開決定処分についての損害賠償

請求事件の裁判は、２０１９年５月２４日の最高裁判所の決定により大阪高等裁判所 

の判決が確定しました。 

 この裁判において、貴職らが裁判所に提出した数多くの証拠書類によって、松井一

郎前大阪府知事と橋下徹元大阪市長が、教育基本法第１６条及び大阪府の出資法人等

の関与事項等を定める条例に違反し、（公財）ピースおおさかの展示内容に不当に干渉

して改悪再開館されたことが明かになりました（参考１）。これらの証拠書類は立証の

目的が異なっているとは言え、貴職らが見解の相違とは主張できない客観的な事実を

裁判所に提出した書類です。このような違法な手段によって改悪再開館されたピース 

おおさかに正当性はありません。 

また、判決では、「展示内容に関しては、先の大戦に対する歴史認識にも深く関わ

り、・・・社会的関心が高く公益性の高い」（参考２）と認定されていることからも、

松井一郎前大阪府知事と橋下徹元大阪市長の不当な干渉によって戦争の加害という歴

史的客観的事実が消し去られて改悪再開館されたピースおおさかは改められなければ 

なりません。 

ついては、設置理念に則った平和資料館に立ち戻らすため、改悪される前の戦争の

加害と被害の展示物を復活させることを求めます。 

（回答） 

リニューアル展示の内容については、ピースおおさかの設置・運営主体である公益財

団法人大阪国際平和センターが、体験者からの聴き取りや専門家の助言等を得ながら、

同財団の展示リニューアル監修委員会での検討を経て決定されたものと認識しておりま

す。 

  

担当 教育委員会事務局 生涯学習部 生涯学習担当  電話：06-6539-3346 

   

 

  



 

 

 

番 

号 
（２） 

項

目 

改悪再開館された後のピースおおさかには、歴史に基づくまともな解説が全くない

まま「奉安庫」が設置され「教育勅語」が、展示されました。「奉安庫」と「教育勅語」

は、天皇制軍国主義が子どもたちを侵略戦争に駆り立てるための装置でした。この侵

略戦争の装置を無批判に展示していることを見ても、ピースおおさかは平和資料館と

は真逆の侵略戦争賛美館へと変質してしまったと感じさせられます。今まさに、天皇

制を賛美し戦争のできる国づくりが進められている動きのなかにあって、ピースおお

さかは明らかにこの動きに棹さす資料館になりつつあるのではないか、という危惧を 

抱かせます。 

憲法前文にあるように、わたしたちは、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起る

ことのないようにすることを決意し」た者として､ピースおおさかが、植民地支配と侵

略戦争において天皇・日本政府・日本企業が行った犯罪の事実を包み隠すことなく展

示する資料館となることを強く求めます。 

（回答） 

  展示の内容については、ピースおおさかの設置・運営主体である公益財団法人大阪国

際平和センターが、展示アドバイザリ－委員や多方面の方の助言等を得ながら、同財団

が決定しております。 
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